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※
講
座
及
び
運
営
内
容
に
よ
り
別
途
費

用
を
徴
収
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

定
　
員
　
4
0
名

募
集
期
間

1
月
日
日
（
火
）
～
…
月
4
日
（
金
）

間
合
先
　
中
央
公
民
館

℡
（
4
3
）
1
4
5
1

る
方
は
、
火
の
取
り
扱
い
に
は
充
分

な
注
意
を
し
ま
し
ょ
う
。

遵
メ
ー
タ
ー
検
針
員
の
登

霜
聖
者
を
募
集
し
ま
す
。

劇
団
1
i
O
日
は
1
1
0
番
の
日

高
等
技
術
専
門
校

の
た
め
の
パ
ソ
コ
ン
講
座

日
　
時
　
3
月
3
日
（
木
）
、
4
日
（
金
）
、

7
日
（
月
）
、
8
日
（
火
）
1
8
時
～
2
1
時

定
員
・
費
用
　
2
0
名
、
2
、
1
0
0
円

申
込
受
付
開
始
日
　
1
月
4
日
（
火
）

申
込
方
法
　
規
定
の
用
紙
に
記
入
し
、

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
（
電
話
の
み
で

の
申
し
込
み
は
不
可
。
F
A
X
可
）
。

間
合
先
　
県
立
都
留
高
等
技
術
専
門
校

℡
（
4
3
）
8
9
1
1

F
A
X
（
4
3
）
8
9
1
2

1
1
0
番
の
目
は
、
皆
さ
ん
に

「
1
1
0
番
の
仕
組
み
」
や
「
正
し
い
利
用

法
」
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に

定
め
た
も
の
で
す
。
1
1
0
番
を
か
け
る

と
「
何
が
あ
っ
た
の
か
、
い
つ
、
ど
こ
で
、

犯
人
は
、
け
が
人
は
」
な
ど
を
尋
ね
ま
す

の
で
、
落
ち
着
い
て
話
し
て
く
だ
さ
い
。

緊
急
以
外
の
事
件
・
事
故
、
相
談
ご

と
は
、
大
月
警
察
署
ま
た
は
警
察
本
部

相
談
室
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

間
合
先

大
月
警
察
署
　
　
℡
（
2
2
）
0
1
1
0

警
察
本
部
相
談
室
℡
♯
9
1
1
0

業
務
内
容
は
、
市
内
各
世
帯
及
び
事
業

所
な
ど
の
水
道
メ
ー
タ
ー
を
2
カ
月
に
1

回
、
ハ
ン
デ
ィ
ー
タ
ー
ミ
ナ
ル
（
携
帯
用

情
報
端
末
）
で
検
針
す
る
業
務
で
す
。

検
針
員
へ
の
登
録
を
ご
希
望
の
方

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
現
在

検
針
員
に
欠
員
は
生
じ
て
い
ま
せ
ん

が
、
欠
員
が
生
じ
た
場
合
は
、
登
録
さ

れ
た
方
の
中
か
ら
、
選
考
に
よ
り
新
規

の
検
針
員
を
決
定
し
ま
す
。

申
込
・
間
合
先
　
水
資
源
活
用
課

水
道
業
務
・
簡
易
水
道
担
当

意
見
書
の
提
出
方
法

意
見
の
要
旨
及
び
住
所
、
氏
名
、
電

話
番
号
を
記
載
し
た
書
面
を
ご
提
出
く

だ
さ
い
。

意
見
書
の
提
出
期
限

1
月
2
0
日
（
木
）
1
7
時
1
5
分

意
見
書
の
提
出
先

富
士
・
東
部
建
設
事
務
所
都
市
計

画
・
建
築
課
（
大
月
市
大
月
町
花
咲

1
6
0
8
－
3
）

意
見
書
の
提
出
方
法

郵
送
ま
た
は
持
参
で
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

間
合
先

山
梨
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

℡
0
5
5
（
2
2
3
）
1
7
1
6

、
l
、

轡
都
市
計
画
区
域
マ
ス

闊
都
留
広
域
事
務
組
合

ラ
ン
計
画
案
の
縦
覧

灘
参
加
資
格
審
査
申
請

貸
手
防
止
に
つ
い
て

繊
員
の
勤
務
時
間
が
変
要

り
ま
す
。

空
気
が
乾
燥
す
る
な
ど
山
火
事
の
発

生
し
や
す
い
季
節
と
な
っ
て
い
ま
す
。

山
仕
事
や
登
山
・
ハ
イ
キ
ン
グ
な
ど

で
山
に
入
ら
れ
る
方
、
森
林
の
付
近
で

農
作
業
・
工
事
な
ど
を
行
う
方
は
、
次

の
点
に
注
意
し
て
、
山
火
事
防
止
に
ご

協
力
く
だ
さ
い
。

○
歩
行
中
の
喫
煙
や
車
か
ら
の
タ
バ
コ

の
投
げ
捨
て
は
、
山
火
事
の
原
因
と

な
る
の
で
や
め
ま
し
ょ
う
。

○
山
に
入
ら
れ
る
方
は
、
携
帯
用
の
灰

皿
を
持
ち
歩
き
ま
し
ょ
う
。

○
た
き
火
は
、
山
火
事
の
原
因
と
な
り

ま
す
の
で
や
め
ま
し
ょ
う
。

○
森
林
の
近
く
で
工
事
や
農
作
業
を
す

「
都
留
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇

等
に
関
す
る
条
例
」
な
ど
の
改
正
に
伴

い
、
平
成
2
3
年
1
月
1
日
か
ら
職
員
の

勤
務
時
間
が
1
5
分
短
縮
に
な
り
ま
し
た

が
、
開
庁
時
間
は
、
今
ま
で
ど
お
り
8

時
3
0
分
か
ら
け
時
5
0
分
と
し
て
、
市
民

の
皆
様
へ
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
ま

い
り
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
勤
務
時
間
が
「
8
時

3
0
分
」
か
ら
始
ま
る
職
員
と
「
8
時
化

分
」
か
ら
始
ま
る
職
員
に
割
り
振
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

今
後
と
も
業
務
の
効
率
的
な
実
施
に

よ
り
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
努
め
て

ま
い
り
ま
す
の
で
、
市
民
の
皆
様
の
ご

理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

間
合
先
　
行
政
管
理
課
　
職
員
担
当

県
が
策
定
を
進
め
て
い
る
、
今
後
の

都
市
づ
く
り
の
方
向
性
を
示
す
「
都
市
計

画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方

針
（
都
留
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ

ン
）
」
の
計
画
案
を
、
次
の
日
程
で
縦
覧
し

ま
す
。
ま
た
縦
覧
期
間
内
に
計
画
案
に

対
す
る
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
策
定
経
過
な
ど
に

つ
い
て
は
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
吉
富
ミ

ミ
三
幸
p
r
e
審
y
a
雪
害
a
S
ヨ
●
j
p
、
｛
O
S
≡
k
違

i
つ
d
e
X
．
ヨ
∋
一
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
都
市
計
画
変
更
の
計
画
案
の
縦
覧
及

び
意
見
書
の
提
出
】

縦
覧
期
間

1
月
6
日
（
木
）
～
2
0
日
（
木
）

8
時
5
0
分
～
1
7
時
1
5
分

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
き
ま
す
。

縦
覧
場
所

看
山
梨
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

臆
富
士
・
東
部
建
設
事
務
所
都
市
計
画
・

建
築
課

■
都
留
市
産
業
・
建
設
部
基
盤
整
備
課

受
付
期
間
は
平
成
2
3
年
2
月
1
日

（
火
）
か
ら
2
8
日
（
月
）
ま
で
で
す
。

平
成
2
3
・
2
4
年
度
に
大
月
都
留
広
域

事
務
組
合
が
発
注
す
る
建
設
工
事
、
測

量
、
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、
物
品
製

道
な
ど
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
申
請
書

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
細
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
受
付
要
領
は
大
月
都
留
広
域
事
務
組

合
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

提
出
方
法
　
持
参
ま
た
は
郵
送

有
効
期
間

平
成
2
3
年
4
月
1
日
～
平
成
2
5
年
3

月
3
1
日
（
2
年
間
）

提
出
・
間
合
先

大
月
都
留
広
域
事
務
組
合

〒

4

0

1

－

0

0

2

2

大
月
市
初
狩
町
中
初
狩
3
2
7
4

℡
（
2
0
）
2
6
5
1

衛
襲
デ
i

昭
和
必
年
1
月
2
6
日
は
、
法
隆
寺
金
堂

壁
画
が
焼
損
し
た
日
で
あ
る
と
い
う
こ
と

か
ら
、
毎
年
1
月
2
6
日
を
「
文
化
財
防
火

デ
ー
」
と
定
め
、
文
化
財
を
火
災
・
震
災

そ
の
他
の
災
害
か
ら
守
る
た
め
、
全
国
的

に
文
化
財
防
火
運
動
を
実
施
し
ま
す
。


